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｢事業資金を借りたいが保証人が…｣｢借換制度って？｣ 

信用保証協会相談窓口を新設～毎月１回、お気軽にご相談ください～ 
信用保証協会は、中小企業の皆さんが銀行などの金融機関から事業資金を借り入れるときに保証人となっ

て借入れを容易にする「信用保証協会法」に基づき設立された公的機関です｡ 
４月１日からスタートした「資金繰り円滑化借換保証制度（加茂市支援制度）」は現在、同制度の相談、

問い合わせが大変多くなっていることから、当所では標記に係る相談窓口を設けました。信用保証協会担当

者と直接相談のうえアドバイスを受けることが出来ますので、この機会にお気軽にご相談ください。毎月１

回２２日頃が相談日です。｛６月は２３日（月）です。～次の金融インフォメーション参照～｝ 
（加茂市支援制度の概要）…信用保証協会付きの借入金を一本化又は月々の返済額軽減を行い、資金繰りの

円滑化を図るもの。 
①融資限度額：中小企業金融安定化特別保証制度の借入残高及び既往の加茂市制度融資の借入残高、加茂

市の制度融資の新規借入も場合によって可能。②融資利率：年１．８％③融資期間：１０年（据置１年以

内を含む）④返済方法：原則として均等分割返済⑤信用保証料：加茂市が５０％補助⑥取扱金融機関：市

内金融機関、商工中金新潟支店、市内ＪＡ各支店⑦取扱期間：Ｈ１５．４．１～Ｈ１６．３．３１まで。 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
 

金融インフォメーション～金融総合相談･企業情報サービスをご利用ください～   

毎月１回、国民生活金融公庫三条支店担当者による金融相談会を下記のとおり開催しています。 

１．日時・場所 ６月２３日（月）午前１０時～午後３時まで 加茂商工会議所会議室 

２．必要書類 ・３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お申込み ご相談をご希望の方は､６月２０日までに必要書類を添えて､当所へ事前にご相談ください｡ 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．０５ １．１０ 

※当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企
業等経営改善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通
貸付」の利率が５月１６日から変更になりました。 
詳しくは、当商工会議所（本件担当：／桑原、難波、

佐藤）まで 普  通  貸  付 １．３５ １．４０ 

＊取引先の企業情報検索サービスをご利用ください～新規取引、信用調査～ 
 当所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使って独自にデータを収集し、情報公開している国内約

１４０万件の企業情報をインターネットで検索し、会員企業に提供する検索サービスを実施しています。 

不況が続いている中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情報が得られますので、与信管理の観点か

らもご活用ください。なお、検索には一社１，２００円（実費）が必要です。 
・ 基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、直近３ケ年の

決算内容、最近の業況等 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

 

当所サービス業部会長等が選任されました  
この度、サービス業部会長の欠員に伴い、５月１５日（木）開催の同部会役員会において、下記のとおり

新役員が選任されましたので、お知らせいたします。本年度同部会では、重点事業として、地元買物運動の

展開並びに加茂の新名物となる一品メニューづくりに向けて研究開発に取り組んでまいります。 
◆サービス業部会長／（新）阿部敏延氏（㈲割烹阿部）◆飲食分科会長／（新）佐藤敏夫氏（㈱鴨川）◆飲

食分科会代議員／（新）桑原敏栄氏（㈲喜久屋） 

http://www.kamocci.or.jp/town/
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ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金 ＜第２次募集のお知らせ＞ 

新潟県では、県内における新しい事業展開や有望な産業分野への進出を応援するために、中小企業者等が

行う新技術開発や新商品開発などの経費の一部を補助する平成１５年度「ゆめ・わざ・ものづくり」支援補

助金の第２次募集を行っています。ご希望の方はお早めにお申し込みください。 

＜内 容＞ 

◎ゆめづくり支援補助金： 
事業シーズを新たな事業展開に結びつけるための準備段階（企画・調査・立案及び事業可能性調査）に

要する経費の一部を補助します。 
 ◎わざづくり支援補助金： 

従来にない新しい技術の研究開発等に要する経費の一部を補助します。 
◎ものづくり支援補助金： 

独自の技術やアイデアなど今までにない画期的商品を開発し、新規市場の創出や新たな事業展開を図る

場合の商品開発(試作)に関する経費の一部を補助します。 
 補助金額 補助率 
ゆめづくり支援補助金 ５０～１００万円 
わざづくり  〃 １００～５００万円 
ものづくり  〃 １００～３００万円 

１／２以内 

＜募集期間＞ 平成１５年５月２９日（木）～６月２７日（金）まで(必着) 

＊お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）又は新潟県工業技

術総合研究所・加茂センターＴＥＬ５２－０１３３まで。 
 

創業支援に係る助成金のご案内～ぜひご活用ください～  
厚生労働省では、厳しい雇用失業情勢の下、企業の創業による新たな雇用機会の創出を図る観点から、創

業支援関係の助成金制度を設けておりますので、ぜひご活用ください。 
１．高年齢者等共同就業機会創出助成金 
 ４５歳以上の高年齢者等３人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、

労働者を雇入れて継続的な雇用・就業機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費

用について支給されます。 

２．受給資格者創業支援助成金 
 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後１年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当

該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援する

ものです。 
＊詳しくは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／佐藤、阿久津）まで。 

 

加茂商工会議所・労働保険事務組合からのお知らせ  
※助成金の取扱い期間延長について 
①特定求職者雇用開発助成金（緊急就職支援者雇用開発助成金）※平成１５年９月３０日まで延長 

再就職援助計画対象者のうち４５歳以上６０歳未満の方を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事

業主に対して、当該労働者に支払った賃金に相当する額の一部を助成する。 
②緊急雇用創出特別奨励金※平成１５年７月中の労働力調査の公表日まで延長 
非自発的離職者又は公共職業安定所の受講指示、推薦による公共職業訓練等の受講者のうち４５歳以上６０

歳未満の方を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して労働

者１人につき３０万円を支給します。 
※雇用保険の新制度が５月１日からスタート 
早期再就職の促進、多様な働き方への対応、再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運

営の確保確の観点から改正が行われました。 
① 失業給付の基本手当の給付率、上・下限額、給付日数が変わりました。 
② 再就職手当等が整備され、就業手当が創設されました。 
③ 高年齢雇用継続給付の支給要件・給付率が変わりました。 
ほか、７項目（全１０項目）の改正がありました。詳しい内容は、当労働保険事務組合委託事業所には別途

ご案内致します。また、委託事業所以外の事業所は、パンフレット等、資料がございますので、ハローワー

ク三条（３８－５４３１）又は当所業務課／佐藤・阿久津までお問合せください 



消費税法が一部改正されます～１６年４月１日から～  
消費税法の一部が改正され、来年４月１日から適用されます。改正されるポイントは、以下のとおりです。 

① 納税義務が免除される課税売上高の上限が１，０００万円（現行３，０００万円）に引き下げられます。 
② 簡易課税制度を適用することができる課税売上高の上限が５，０００万円（現行２億円）に引き下げら

れます。 
③ あらたに一か月の期間を課税期間とする特例が設けられます。 
④ 直前の課税期間の確定消費税年税額が４，８００万円を超える場合には、年１１回（１月ごと）の中間

申告・納付を行うことになります。 
⑤ 価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することが義務付けられます。 
＊ 詳しくは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 指導課（担当／難波、高畑）まで。 

 

定期健康診断のご案内 ～受診料の一部を商工会議所が補助します～  
 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられています。企業発展のためには従業員の健康管理が

大切となります。当所では、より受診しやすいよう次のとおり受診料の一部補助を行っていますので、この

機会に従業員全員が受診されますようご案内申し上げます。また当商工会議所では、人間ドックについても、

より受診しやすいよう、会員事業所対象に１名につき 2,000 円を補助しております。低料金で人間ドックが

受診できます。人間ドックは、各検診機関の指定場所で行います。 
定期健康診断日時 
１．対 象 者         加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時  加茂市産業センターにて下記日程で実施 

＊お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、堀川）まで。 
 

加茂商工会議所パソコン教室～第２期募集を開始しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 機 関       健 診 日 時         

(社)新潟県労働衛生医学協会 
TEL025-370-1960 

①６月１０日（火） ②６月１２日（木） ③６月１６日（月） 
①は午後１：００～３：００ 
②は午後１：３０～３：３０ 
③は午前９：００～１１：３０、午後１：００～３：００ 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

① ６月２４日（火） 
（午前８：３０～１１：３０､午後１：００～３：００） 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎コース 

②インターネットコース 

③ワード基礎コース 

④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース 

⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 

⑧アクセス２０００コース（データベース） 

親切指導で、フリーレッスン制ですので、他の人を気にせず

マイペースで安心して受講できます。 

 
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０ 
    （全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となります） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円 
・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 
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       ⑧～⑨ ２,１００円   

 
下の日程を右の講座の中からお選びください。 

＊お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 指導課（担当／近藤）まで。 

⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション） 

コース名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

第１回 ６／３０日 （月） ７／１４日 （月） ７／２８日 （月） ８／１８日 （月） ９／１日 （月） ９／１６日 （火） 

第２回 ７／２日 （水） １６日 （水） ３０日 （水） ２０日 （水） ３日 （水） １７日 （水） 

第３回 ４日 （金） １８日 （金） ８／１日 （金） ２２日 （金） ５日 （金） １９日 （金） 

第４回 ７日 （月） ２２日 （火） ４日 （月） ２５日 （月） ８日 （月） ２４日 （水） 

第５回 ９日 （水） ２３日 （水） ６日 （水） ２７日 （水） １０日 （水） ２６日 （金） 

第６回 １１日 （金） ２５日 （金） ８日 （金） ２９日 （金） １２日 （金） ２９日 （月） 
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第１８回越後加茂川夏祭り 「夏祭り（花火）協賛金」のお願い 
～本年も８月１４日（木）に実施いたします～ 
越後加茂川夏祭りは、今回で第１８回目を迎えますが、毎回、各事業所をはじめ関係各位のご理解を賜り

厚くお礼申し上げます。景気低迷の中ではありますが、全市民、帰省客の皆様から一日楽しんで頂けるよう、

可能な限り盛大に実施したいと存じます。また、この夏祭りを実施することにより、約９千６百万円の経済

効果があります。行事内容は、加茂松坂大盆踊り大会並びに大花火大会等をメーン行事として準備を進めて

おります。 
商工会議所の会員事業所におかれましては、「夏祭り（花火）協賛金」のお願いにお近くの当所議員・部

会役員・地区委員の担当者が伺いますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
また、市内全世帯に各組長さんを通じて「市民協賛金」封筒募金のお願いを別途してございます。この協

賛金と重複しますが、ご協力をお願い申し上げます。            指導課（担当／高畑、近藤） 
経営管理者・労務担当者必聴！ 頑張る企業を支援します ～６月コース～ 

「経 営 体 質 強 化 セミナー」のご案 内 ～奮ってご参加ください～ 

今まで、当所に寄せられた意見・質問・問い合わせをもとに下記セミナーを３回コースで設定しました。

希望のセミナーだけ受講されても結構ですので、この機会に奮ってご参加ください。 

 当所では、本年度、会員事業所の経営戦略や経営改善をご支援すべく、毎月ベースで今まで寄せられたご

意見を基にしたセミナー、研修会、講演会を開催いたします。企業発展の一助に、ぜひご受講ください｡ 
 
◎税務セミナー／知恵を絞って税金１０％の軽減を詳しく解説 
「商工業者の聞いて得する税務対策～事前は節税！事後は脱税！～」 
・ 日 時 ６月１８日（水）１４：００～１６：００  於：加茂商工会議所 会議室 
・ 講 師 野口会計事務所所長・税理士 野口 邦雄 氏 
・ 受講料 １，０００円（テキスト代） 

◎賃金セミナー／現下の経営環境で、成果・業績主義と従業員のやる気を引き出す賃金のあり方とは 
「２００３年版 賃金システムの再構築」 
・ 日 時 ６月２０日（金）１４：００～１６：００  於：加茂商工会議所 会議室 
・ 講 師 人事労務コンサルタント・社会保険労務士 矢萩 大輔 氏 
・ 受講料 １，０００円（テキスト代） 

◎経済講演会／情報先取りによる企業経営～新潟県経済と中小企業経営～ 
「新潟県経済の動向と中小企業経営」 
・ 日 時 ６月２４日（火）１４：００～１５：１５  於：産業センター３階講習室 
・ 講 師 新潟医療福祉大学教授 原 敏明 氏 （前新潟経済社会リサーチセンター専務理事） 
・ 受講料 無料 

＊申込方法 下記申込書にご記入の上、受講料を添えて６月１６日（月）までに当商工会議所ＴＥＬ５２－

１７４０、FAX５２－４１００ 業務課（担当／佐藤）まで。 
      （参加者には、次回セミナーの開催案内をご送付させていただきます） 
 
経営体質強化セミナー受講申込書  加茂商工会議所（FAX ５２－４１００ 業務課／佐藤）行 

住  所  ＴＥＬ    － 

事業所名  ＦＡＸ    － 

受講セミナー希望日に○印 受 講 者 名 受 講 者 名 

  ①6/18(水)税務セミナー   

  ②6/20(金)賃金セミナー   

  ③6/24(火)経済講演会   
 
ＩＴ体験キャラバンのご案内 ～あの、マイクロソフトが加茂にやってくる！～ 
 当所では、マイクロソフト㈱の協力により最新のＩＴ機器や研修室を設置した１０ｔトラックを産業セン

ター駐車場に横付けし、ＩＴ体験キャラバンを実施します。「ＩＴの必要性を感じない」「何から手をつけた

らよいかわからない」などお悩みの事業経営者、実務担当者や、すでにＩＴを導入いただいている方も、是

非ご参加ください。日時・場所：６月１８日（水）第 1 回 10:30~11:30 第 2 回 13:00~14:00（どちらも定

員 20 名）／於：加茂市産業センター駐車場／ 参加費：無料      （担当／難波、佐藤）まで｡ 


